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公布された条例のあらまし 

 

◎ 三重県新型コロナウイルス感染症対応中小企業者等金融支援臨時基金条例（条例第 63 号） 

1  国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により、新型コロナウイルス感

染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受ける中小企業者等に対し、金融上の支援を行うために

要する費用の財源に充てるため、三重県新型コロナウイルス感染症対応中小企業者等金融支援臨時基金

を設置することとしました。 

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県感染症対策条例（条例第 64 号） 

1  本県における感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を図り、もって県民が安心して暮らせる社会

の実現を図るため、感染症対策に関し必要な事項を定めることとしました。  

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（条例第 65 号） 

1  職員の勤務の実態及び業務の特殊性の変化等に鑑み、特殊勤務手当の額の改定等を行うこととしまし

た。 

 2  この条例は、令和 3 年 4月 1 日（一部公布の日）から施行することとしました。 

 

◎ 三重県手数料条例の一部を改正する条例（条例第 66 号） 

1 家畜改良増殖法等の一部改正に鑑み、手数料についての規定を整備することとしました。 

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県薬事審議会設置条例の一部を改正する条例（条例第 67 号） 

1  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴い、規定

を整理することとしました。 

 2  この条例は、令和 3 年 8月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県中小企業・小規模企業振興条例の一部を改正する条例（条例第 68 号） 

1  中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の廃止に伴い、規定を整理する

こととしました。 

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県営松阪野球場条例の一部を改正する条例（条例第 69 号） 

1  三重県営松阪野球場の施設整備に鑑み、施設等の利用に係る料金についての規定を整備することとし

ました。 

 2  この条例は、令和 3 年 4月 1 日から施行することとしました。 
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三 重 県 感 染 症 対 策 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 二 年 十 二 月 二 十 四 日  

三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬    

三 重 県 条 例 第 六 十 四 号  

三 重 県 感 染 症 対 策 条 例  

 

（ 目 的 ）  

第 一 条  こ の 条 例 は 、 県 民 の 生 活 及 び 経 済 に 甚 大 な 影 響 を 及 ぼ し 、 県 民 に 極 め て 大 き な 不

安 と 脅 威 を 与 え た 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 へ の 対 応 を 教 訓 と し て 、 感 染 症 対 策 に 関 し

必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る

法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第 百 十 四 号 ） 及 び 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十

四 年 法 律 第 三 十 一 号 ） に 規 定 す る 措 置 と 相 ま っ て 、 本 県 に お け る 感 染 症 の 発 生 の 予 防 及

び そ の ま ん 延 の 防 止 を 図 り 、 も っ て 県 民 が 安 心 し て 暮 ら せ る 社 会 の 実 現 を 図 る こ と を 目

的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 条 例 に お い て 「 感 染 症 」 と は 、 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療

に 関 す る 法 律 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 感 染 症 を い う 。  

２  こ の 条 例 に お い て 「 感 染 症 対 策 」 と は 、 感 染 症 の 発 生 の 予 防 及 び そ の ま ん 延 の 防 止 を

図 る た め の 対 策 を い う 。  

（ 基 本 理 念 ）  

第 三 条  感 染 症 対 策 は 、 感 染 症 の 発 生 及 び ま ん 延 に よ り 県 民 の 生 活 及 び 経 済 に 重 大 な 影 響

を 及 ぼ す お そ れ が あ る こ と に 鑑 み 、 国 、 県 、 市 町 、 県 民 、 事 業 者 、 関 係 機 関 等 が 相 互 に

連 携 協 力 し 、 一 体 と な っ て 推 進 さ れ な け れ ば な ら な い 。  

２  感 染 症 対 策 は 、 誰 も が 感 染 症 に か か る 可 能 性 が あ る こ と に 鑑 み 、 感 染 症 の 患 者 、 医 療

従 事 者 等 に 対 す る 差 別 そ の 他 の 権 利 利 益 を 侵 害 す る 行 為 は 許 さ れ な い も の で あ る と の 認

識 の 下 に 、 こ れ ら の 者 の 人 権 を 尊 重 し つ つ 推 進 さ れ な け れ ば な ら な い 。  

（ 県 の 責 務 ）  

第 四 条  県 は 、 国 、 市 町 及 び 他 の 都 道 府 県 並 び に 関 係 機 関 と 連 携 協 力 し 、 感 染 症 対 策 を 総

合 的 か つ 迅 速 に 実 施 す る 責 務 を 有 す る 。  

２  県 は 、 感 染 症 の 発 生 及 び ま ん 延 の 状 況 を 勘 案 し て 当 該 感 染 症 に 迅 速 か つ 的 確 に 対 応 す

る こ と が で き る よ う 、 次 に 掲 げ る 体 制 を 確 保 す る も の と す る 。  

一  保 健 所 に お け る 感 染 症 対 策 の 実 施 体 制  

二  感 染 症 に 係 る 検 査 の 実 施 体 制  

三  感 染 症 に 係 る 医 療 を 提 供 す る 体 制  

四  感 染 症 に 関 す る 相 談 体 制  

３  県 は 、 情 報 の 提 供 、 教 育 活 動 及 び 啓 発 活 動 を 通 じ た 感 染 症 に 関 す る 正 し い 知 識 の 普 及

を 図 る も の と す る 。  

４  県 は 、 感 染 症 対 策 を 講 ず る に 当 た っ て は 、 必 要 に 応 じ 、 感 染 症 に 関 す る 専 門 的 な 知 識

を 有 す る 者 そ の 他 の 学 識 経 験 者 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。  

（ 県 民 の 役 割 ）  

令和2年12月24日 三　重　県　公　報 号　　外

5



第 五 条  県 民 は 、 感 染 症 に 関 す る 正 し い 知 識 を 持 ち 、 適 切 な 感 染 症 対 策 を 講 ず る と と も に 、

県 が 講 ず る 感 染 症 対 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。  
（ 事 業 者 の 役 割 ）  

第 六 条  事 業 者 は 、 感 染 症 の 発 生 及 び ま ん 延 に よ り 生 じ る 影 響 を 考 慮 し 、 そ の 事 業 の 実 施

に 関 し 、 適 切 な 措 置 を 講 ず る と と も に 、 県 と 連 携 協 力 し 、 感 染 症 対 策 を 講 ず る よ う 努 め

る も の と す る 。  

２  社 会 福 祉 施 設 そ の 他 の 多 数 の 者 が 利 用 す る 施 設 の 開 設 者 及 び 管 理 者 は 、 感 染 症 の 発 生

及 び ま ん 延 に よ り 入 所 者 及 び 利 用 者 等 に 及 ぼ す 影 響 に 鑑 み 、 当 該 施 設 に お い て 感 染 症 が

発 生 し 、 又 は ま ん 延 し な い よ う に 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 医 療 機 関 の 役 割 ）  

第 七 条  医 療 機 関 は 、 感 染 症 の 患 者 等 に 対 し 良 質 か つ 適 切 な 医 療 を 行 う と と も に 、 県 と 連

携 協 力 し 、 感 染 症 対 策 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。  

２  医 療 機 関 の 管 理 者 は 、 当 該 施 設 に お い て 感 染 症 が 発 生 し 、 又 は ま ん 延 し な い よ う に 必

要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 県 と 市 町 と の 協 働 ）  

第 八 条  県 は 、 市 町 が 感 染 症 対 策 を 実 施 す る た め に 必 要 な 情 報 の 提 供 及 び 助 言 を 行 い つ つ 、

市 町 と 連 携 協 力 し て 感 染 症 対 策 を 講 ず る も の と す る 。  

２  市 町 は 、 県 と 連 携 協 力 し 、 教 育 活 動 及 び 啓 発 活 動 を 通 じ た 感 染 症 に 関 す る 正 し い 知 識

の 普 及 、 予 防 接 種 の 実 施 、 生 活 支 援 の 実 施 そ の 他 の 感 染 症 対 策 を 講 ず る よ う 努 め る も の

と す る 。  

（ 情 報 の 公 表 ）  

第 九 条  県 は 、 感 染 症 の 発 生 の 予 防 及 び そ の ま ん 延 の 防 止 、 感 染 症 に 関 す る 県 民 の 不 安 の

払 拭 並 び に 感 染 症 の 患 者 、 医 療 従 事 者 等 に 対 す る 差 別 そ の 他 の 権 利 利 益 を 侵 害 す る 行 為

の 防 止 を 図 る た め 、 感 染 症 に 関 す る 正 確 か つ 適 切 な 情 報 を 積 極 的 に 公 表 し な け れ ば な ら

な い 。  

２  前 項 の 情 報 を 公 表 す る に 当 た っ て は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 留 意 す る と と も に 、 当 該 情 報

が 及 ぼ す 社 会 的 な 影 響 に 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 差 別 の 禁 止 ）  

第 十 条  何 人 も 、 感 染 症 の 患 者 及 び そ の 家 族 等 に 対 し て 、 感 染 症 に か か っ て い る こ と 又 は

か か っ て い る と 疑 わ れ る こ と を 理 由 と し て 、 差 別 す る こ と そ の 他 の 権 利 利 益 を 侵 害 す る

行 為 を し て は な ら な い 。  

２  何 人 も 、 医 療 従 事 者 又 は 県 民 の 生 活 及 び 経 済 の 安 定 に 寄 与 す る 業 務 に 従 事 す る 者 に 対

し て 、 感 染 症 の 発 生 及 び ま ん 延 に 起 因 し て 生 じ る い わ れ の な い 理 由 に よ っ て 、 差 別 す る

こ と そ の 他 の 権 利 利 益 を 侵 害 す る 行 為 を し て は な ら な い 。  

３  何 人 も 、 前 二 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 い か な る 団 体 又 は 個 人 に 対 し て も 、 感 染 症 の

発 生 及 び ま ん 延 に 起 因 し て 生 じ る 国 籍 、 性 別 、 職 業 、 居 住 地 等 の い わ れ の な い 理 由 に よ

っ て 、 差 別 す る こ と そ の 他 の 権 利 利 益 を 侵 害 す る 行 為 を し て は な ら な い 。  

４  県 は 、 感 染 症 の 発 生 及 び ま ん 延 に 起 因 し て 生 じ る 人 権 に 関 す る 問 題 に つ い て 、 教 育 活

動 及 び 啓 発 活 動 を 通 じ た 正 し い 知 識 の 普 及 、 相 談 に 応 ず る 体 制 の 確 保 そ の 他 の 必 要 な 対

策 を 講 ず る も の と す る 。  
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（ 感 染 を 防 止 す る た め の 協 力 の 求 め ）  
第 十 一 条  県 は 、 感 染 症 の 発 生 を 予 防 し 、 又 は そ の ま ん 延 を 防 止 す る た め 必 要 が あ る と 認

め る と き は 、 県 民 、 事 業 者 、 学 校 の 設 置 者 そ の 他 の 公 私 の 団 体 又 は 個 人 に 対 し 、 新 型 イ

ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 の 規 定 に 基 づ く 要 請 の ほ か 、 感 染 症 対 策 の 実 施 に 関 し 必

要 な 協 力 を 求 め る こ と が で き る 。  

２  県 は 、 前 項 の 協 力 を 求 め る に 当 た っ て は 、 当 該 協 力 を 求 め る 者 に 対 し 適 切 な 説 明 を 行

い 、 そ の 理 解 を 得 る よ う 努 め る と と も に 、 県 民 の 生 活 及 び 経 済 に 及 ぼ す 影 響 が 最 小 限 と

な る よ う に し な け れ ば な ら な い 。  

（ 物 資 及 び 資 材 の 確 保 等 ）  

第 十 二 条  県 、 市 町 、 県 民 、 事 業 者 、 関 係 機 関 等 は 、 感 染 症 対 策 の 実 施 に 必 要 な 物 資 及 び

資 材 を 確 保 す る と と も に 、 相 互 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 人 材 の 確 保 、 養 成 及 び 資 質 の 向 上 ）  

第 十 三 条  県 は 、 感 染 症 対 策 を 推 進 す る た め 必 要 な 人 材 の 確 保 、 養 成 及 び 資 質 の 向 上 を 図

る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 新 た な 知 見 及 び 情 報 通 信 技 術 等 の 活 用 ）  

第 十 四 条  県 は 、 感 染 症 対 策 に 係 る 新 た な 知 見 の 収 集 及 び 活 用 並 び に 情 報 通 信 技 術 及 び デ

ー タ の 活 用 に 努 め る も の と す る 。  

（ 財 政 上 の 措 置 ）  

第 十 五 条  県 は 、 感 染 症 対 策 を 推 進 す る た め 必 要 な 財 政 上 の 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の

と す る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

令和2年12月24日 三　重　県　公　報 号　　外

7



 

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し

ま す 。  
令 和 二 年 十 二 月 二 十 四 日  

三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬    

三 重 県 条 例 第 六 十 五 号  

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 特 殊 勤 務 手 当 の 種 類 ）  （ 特 殊 勤 務 手 当 の 種 類 ）  

第 二 条  特 殊 勤 務 手 当 の 種 類 は 、 次 の と お り

と す る 。  
第 二 条  特 殊 勤 務 手 当 の 種 類 は 、 次 の と お り

と す る 。  

一 ～ 二 十 一  （ 略 ）  一 ～ 二 十 一  （ 略 ）  

二 十 二  削 除  二 十 二  特 殊 機 械 等 取 扱 手 当  

二 十 三  （ 略 ）  二 十 三  （ 略 ）  

二 十 四  削 除  二 十 四  運 転 免 許 技 能 試 験 手 当  

二 十 五 ～ 二 十 七  （ 略 ）  二 十 五 ～ 二 十 七  （ 略 ）  

（ 保 健 福 祉 業 務 手 当 ）  （ 保 健 福 祉 業 務 手 当 ）  

第 五 条  （ 略 ）  第 五 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 手 当 の 額 は 、 月 額 二 万 三 千 二 百 五

十 円 、 一 月 に つ き 給 料 月 額 の 百 分 の 十 二 又

は 日 額 九 百 五 十 円 を 超 え な い 範 囲 内 に お

い て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。  

２  前 項 の 手 当 の 額 は 、 月 額 二 万 三 千 二 百 五

十 円 、 一 月 に つ き 給 料 月 額 の 百 分 の 十 二 又

は 日 額 九 百 円 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て

人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。  

（ 交 通 取 締 手 当 ）  （ 交 通 取 締 手 当 ）  

第 二 十 九 条  交 通 取 締 手 当 は 、 警 察 職 員 が 次

の 各 号 に 掲 げ る 業 務 に 従 事 し た と き に 支

給 す る 。  

第 二 十 九 条  交 通 取 締 手 当 は 、 警 察 職 員 が 次

の 各 号 に 掲 げ る 業 務 に 従 事 し た と き に 支

給 す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  交 通 整 理 業 務 （ 前 二 号 に 該 当 す る も の

を 除 く 。 ）  

三  交 通 事 故 処 理 業 務  

２  前 項 の 手 当 の 額 は 、 日 額 千 二 百 六 十 円 を

超 え な い 範 囲 内 に お い て 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 。  

２  前 項 の 手 当 の 額 は 、 日 額 五 百 六 十 円 を 超

え な い 範 囲 内 に お い て 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 。  

 （ 特 殊 機 械 等 取 扱 手 当 ）  

第 三 十 一 条  削 除  第 三 十 一 条  特 殊 機 械 等 取 扱 手 当 は 、 警 察 職 員

が 特 殊 機 械 の 操 作 又 は 保 守 作 業 に 従 事 し た

と き に 支 給 す る 。  

令和2年12月24日 三　重　県　公　報 号　　外

8



 

 ２  前 項 の 手 当 の 額 は 、 日 額 百 六 十 円 を 超 え な

い 範 囲 内 に お い て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。  

 （ 運 転 免 許 技 能 試 験 手 当 ）  

第 三 十 三 条  削 除  

 

第 三 十 三 条  運 転 免 許 技 能 試 験 手 当 は 、 自 動

車 運 転 免 許 技 能 試 験 官 が 道 路 に お い て 自

動 車 の 運 転 に 必 要 な 技 能 に つ い て の 免 許

試 験 の 業 務 に 従 事 し た と き 及 び 運 転 適 性

指 導 員 が 道 路 に お い て 取 消 処 分 者 講 習 と

し て 行 う 運 転 技 能 診 断 の 業 務 に 従 事 し た

と き に 支 給 す る 。  

 ２  前 項 の 手 当 の 額 は 、 日 額 二 百 二 十 円 を 超

え な い 範 囲 内 に お い て 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 。  

（ 警 察 特 殊 業 務 手 当 ）  （ 警 察 特 殊 業 務 手 当 ）  

第 三 十 四 条  警 察 特 殊 業 務 手 当 は 、 警 察 職 員

が 次 の 各 号 に 掲 げ る 業 務 に 従 事 し た と き

に 支 給 す る 。  

第 三 十 四 条  警 察 特 殊 業 務 手 当 は 、 警 察 職 員

が 次 の 各 号 に 掲 げ る 業 務 に 従 事 し た と き

に 支 給 す る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

 四  け ん 銃 操 法 の 指 導 業 務 又 は 人 事 委 員

会 の 定 め る 警 察 職 員 が 行 う け ん 銃 射 撃

訓 練 業 務  

四 ～ 十 一  （ 略 ）  五 ～ 十 二  （ 略 ）  

２  前 項 の 手 当 の 額 は 、 同 項 第 一 号 に 掲 げ る

業 務 に あ つ て は 死 体 一 体 に つ き 三 千 二 百

円 、 同 項 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で に 掲 げ る 業

務 に あ つ て は 日 額 千 六 百 八 十 円 、 同 項 第 六

号 及 び 第 七 号 に 掲 げ る 業 務 に あ つ て は 当

該 勤 務 一 回 に つ き 千 二 百 四 十 円 、 同 項 第 八

号 に 掲 げ る 業 務 に あ つ て は 当 該 物 件 処 理

一 件 に つ き 五 千 二 百 円 、 同 項 第 九 号 に 掲 げ

る 業 務 に あ つ て は 日 額 四 千 六 百 円 、 同 項 第

十 号 に 掲 げ る 業 務 に あ つ て は 日 額 千 百 円 、

同 項 第 十 一 号 に 掲 げ る 業 務 に あ つ て は 日

額 千 六 百 四 十 円 を 超 え な い 範 囲 内 に お い

て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。  

２  前 項 の 手 当 の 額 は 、 同 項 第 一 号 に 掲 げ る

業 務 に あ つ て は 死 体 一 体 に つ き 三 千 二 百

円 、 同 項 第 二 号 か ら 第 六 号 ま で に 掲 げ る 業

務 に あ つ て は 日 額 千 六 百 八 十 円 、 同 項 第 七

号 及 び 第 八 号 に 掲 げ る 業 務 に あ つ て は 当

該 勤 務 一 回 に つ き 千 二 百 四 十 円 、 同 項 第 九

号 に 掲 げ る 業 務 に あ つ て は 当 該 物 件 処 理

一 件 に つ き 五 千 二 百 円 、 同 項 第 十 号 に 掲 げ

る 業 務 に あ つ て は 日 額 四 千 六 百 円 、 同 項 第

十 一 号 に 掲 げ る 業 務 に あ つ て は 日 額 千 百

円 、 同 項 第 十 二 号 に 掲 げ る 業 務 に あ つ て は

日 額 千 六 百 四 十 円 を 超 え な い 範 囲 内 に お

い て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 五 条 第 二 項 の 改 正 規 定 は 、

公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 次 項 に お い て 「 新 条 例 」

と い う 。 ） 第 五 条 第 二 項 の 規 定 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

 （ 手 当 の 内 払 ）  

３  職 員 が 改 正 前 の 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 、 令 和 二 年 四 月 一

日 以 後 の 分 と し て 支 給 を 受 け た 手 当 は 、 新 条 例 の 規 定 に よ る 手 当 の 内 払 と み な す 。  
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三 重 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 二 年 十 二 月 二 十 四 日  

三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬  

三 重 県 条 例 第 六 十 六 号  

三 重 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

三 重 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  

 

項  

手 数 料 を 徴 収

す る 事 務  

手 数 料 の

名 称  

手 数 料 の

金 額  

  

項  

手 数 料 を 徴 収

す る 事 務  

手 数 料 の

名 称  

手 数 料 の

金 額  

 

 一 ～

二 百

二 十

三  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    一 ～

二 百

二 十

三  
（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 二 百

二 十

四  

家 畜 改 良 増 殖

法 第 二 十 三 条

の 規 定 に 基 づ

く 家 畜 人 工 授

精 師 免 許 証 の

書 換 え 交 付  

家 畜 人 工

授 精 師 免

許 証 書 換

え 交 付 手

数 料  

千 七 百 円         

 二 百

二 十

五  

家 畜 改 良 増 殖

法 第 二 十 三 条

の 規 定 に 基 づ

く 家 畜 人 工 授

精 師 免 許 証 の

再 交 付  

家 畜 人 工

授 精 師 免

許 証 再 交

付 手 数 料  

千 七 百 円         

 二 百

二 十

六  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    二 百

二 十

四  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

       二 百

二 十

五  

家 畜 改 良 増 殖

法 第 三 十 二 条

の 規 定 に 基 づ

く 家 畜 人 工 授

精 師 免 許 証 の

書 換 え 交 付  

家 畜 人 工

授 精 師 免

許 証 書 換

え 交 付 手

数 料  

千 七 百 円   

       二 百  家 畜 改 良 増 殖  家 畜 人 工  千 七 百 円   
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       二 十

六  

法 第 三 十 二 条

の 規 定 に 基 づ

く 家 畜 人 工 授

精 師 免 許 証 の

再 交 付  

授 精 師 免

許 証 再 交

付 手 数 料  

  

 二 百

二 十

六 の

二  

家 畜 改 良 増 殖

法 施 行 規 則

（ 昭 和 二 十 五

年 農 林 省 令 第

九 十 六 号 ） 第

三 十 八 条 第 一

項 の 規 定 に 基

づ く 家 畜 人 工

授 精 所 の 開 設

許 可 証 の 書 換

え 交 付  

家 畜 人 工

授 精 所 開

設 許 可 証

書 換 え 交

付 手 数 料  
千 七 百 円         

 二 百

二 十

六 の

三  

家 畜 改 良 増 殖

法 施 行 規 則 第

三 十 九 条 第 一

項 の 規 定 に 基

づ く 家 畜 人 工

授 精 所 の 開 設

許 可 証 の 再 交

付  

家 畜 人 工

授 精 所 開

設 許 可 証

再 交 付 手

数 料  

千 七 百 円         

 二 百

二 十

七 ～

三 百

六 十

四  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    二 百

二 十

七 ～

三 百

六 十

四  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 備 考  （ 略 ）    備 考  （ 略 ）   

  

附  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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三 重 県 薬 事 審 議 会 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 二 年 十 二 月 二 十 四 日  

三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬  

三 重 県 条 例 第 六 十 七 号  

三 重 県 薬 事 審 議 会 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

三 重 県 薬 事 審 議 会 設 置 条 例 （ 昭 和 三 十 五 年 三 重 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 所 掌 事 務 ）  （ 所 掌 事 務 ）  

第 二 条  審 議 会 は 、 知 事 の 諮 問 に 応 じ て 次 の

事 項 を 調 査 審 議 す る 。  

第 二 条  審 議 会 は 、 知 事 の 諮 問 に 応 じ て 次 の

事 項 を 調 査 審 議 す る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

五  医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及

び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 施 行 令

（ 昭 和 三 十 六 年 政 令 第 十 一 号 ） 第 一 条 の

三 に 規 定 す る 事 務 に 関 す る こ と 。  

 

六  （ 略 ）  五  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 八 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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 三 重 県 中 小 企 業 ・ 小 規 模 企 業 振 興 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公

布 し ま す 。  

  令 和 二 年 十 二 月 二 十 四 日  

三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬    

三 重 県 条 例 第 六 十 八 号  

   三 重 県 中 小 企 業 ・ 小 規 模 企 業 振 興 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 三 重 県 中 小 企 業 ・ 小 規 模 企 業 振 興 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 三 重 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ サ ー ビ ス 産 業 、 伝 統 産 業 及 び 地 場 産 業 に

携 わ る 中 小 企 業 ・ 小 規 模 企 業 の 振 興 並 び に

ま ち づ く り に よ る 地 域 の 活 性 化 ）  
（ サ ー ビ ス 産 業 、 伝 統 産 業 及 び 地 場 産 業 に

携 わ る 中 小 企 業 ・ 小 規 模 企 業 の 振 興 並 び に

ま ち づ く り に よ る 地 域 の 活 性 化 ）  

第 十 四 条  （ 略 ）  第 十 四 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  県 は 、 伝 統 産 業 （ 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振

興 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 九 年 法 律 第 五 十

七 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ

た 県 内 の 伝 統 的 工 芸 品 そ の 他 知 事 が 指 定

す る 三 重 県 指 定 伝 統 工 芸 品 に 係 る 産 業 を

い う 。 ） 及 び 地 場 産 業 （ 県 内 の 地 域 資 源 を

活 用 し 、 商 品 の 開 発 、 生 産 又 は 需 要 の 開 拓

を 行 う 産 業 を い う 。 ） に 携 わ る 中 小 企 業 ・

小 規 模 企 業 の 振 興 を 図 る た め 、 生 活 様 式 の

多 様 化 に 対 応 し た 商 品 の 開 発 及 び 当 該 産

業 に 特 有 の 技 能 の 承 継 の 支 援 そ の 他 の 必

要 な 施 策 を 講 ず る も の と す る 。  

３  県 は 、 伝 統 産 業 （ 伝 統 的 工 芸 品 産 業 の 振

興 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 九 年 法 律 第 五 十

七 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ

た 県 内 の 伝 統 的 工 芸 品 そ の 他 知 事 が 指 定

す る 三 重 県 指 定 伝 統 工 芸 品 に 係 る 産 業 を

い う 。 ） 及 び 地 場 産 業 （ 中 小 企 業 に よ る 地

域 産 業 資 源 を 活 用 し た 事 業 活 動 の 促 進 に

関 す る 法 律 （ 平 成 十 九 年 法 律 第 三 十 九 号 ）

第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 地 域 産 業 資 源 を

活 用 し た 産 業 を い う 。 ） に 携 わ る 中 小 企 業 ・

小 規 模 企 業 の 振 興 を 図 る た め 、 生 活 様 式 の

多 様 化 に 対 応 し た 商 品 の 開 発 及 び 当 該 産

業 に 特 有 の 技 能 の 承 継 の 支 援 そ の 他 の 必

要 な 施 策 を 講 ず る も の と す る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

令和2年12月24日 三　重　県　公　報 号　　外
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三 重 県 営 松 阪 野 球 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 二 年 十 二 月 二 十 四 日  

三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬  

三 重 県 条 例 第 六 十 九 号  

三 重 県 営 松 阪 野 球 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

三 重 県 営 松 阪 野 球 場 条 例 （ 昭 和 五 十 年 三 重 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 （ 第 十 条 、 第 十 七 条 関 係 ）  

一  施 設  

別 表 （ 第 十 条 、 第 十 七 条 関 係 ）  

 区   分  金 額 （ 円 ）    区   分  金 額 （ 円 ）   

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

備 考  （ 略 ）  備 考  （ 略 ）  

二  設 備   

 区   分  金 額 （ 円 ）    

 

ス コ ア

ボ ー ド  

全 部 表 示  三 、 〇 〇 〇    

 得 点 及 び 判 定 の み

表 示  

一 、 五 〇 〇  
  

   

備 考  金 額 は 、 一 試 合 当 た り の 額 と す る 。   

附  則  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら

施 行 す る 。  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に お い て 、 三 重 県

営 松 阪 野 球 場 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 か ら 同 条 例 第 十 七 条 第 二 項 の 規

定 に よ り こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 営 松 阪 野 球 場 条 例 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 改 正

後 の 条 例 」 と い う 。 ） 別 表 に 規 定 す る 区 分 に よ り 施 行 日 以 後 の 利 用 料 金 の 承 認 の 申 請 が

あ っ た 場 合 に は 、 知 事 は 、 施 行 日 前 に お い て も 、 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に 基 づ き 利 用 料 金

の 承 認 を 行 う こ と が で き る 。  

令和2年12月24日 三　重　県　公　報 号　　外
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